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　国土交通省観光庁では、平成23年7月より、オフ（休暇や勤務終了後の時間）をポジティブ
（前向き）にとらえ、ワーク・ライフ・バランスや休暇を楽しむ豊かなライフスタイルの実現に繋
げることを目的として「ポジティブ・オフ」運動を展開しています。
　この運動は、
　　■休暇を取得しやすい職場環境や雰囲気を整える
　　■外出・旅行などのオフの活動を通じた地域、経済、社会の活性化に取り組む
　　■家族との時間を楽しみ、自己啓発に取り組む
などを目指して、国土交通省観光庁、内閣府、厚生労働省、経済産業省が共同して提唱・推進し
ているものです。
　また、本運動は、運動の主旨に賛同する企業・団体の数が増加するとともに、それら各企業・
団体で様々な取組が行われることによって、日本人のライフスタイルを変える「ライフスタイ
ル・イノベーション」につなげていくことを目指しています。

　「ポジティブ・オフ」運動への概要や賛同登録はこちらから出来ます。
　URL▶http://www.mlit.go.jp/kankocho/positive-off/index.html

　厚生労働省は、職場のパワーハラスメントの予防・解決に向
けたポータルサイト「みんなでなくそう!職場のパワーハラスメ
ント あかるい職場応援団」を開設しました。
　これは、今年3月15日に「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関す
る円卓会議」（座長：堀田力 さわやか福祉財団理事長）が発表し
た「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」をも
とに、予防・解決への社会的気運を醸成するための周知・広報
ツールの一つとして開設されたものです。
　ポータルサイトではパワーハラスメントの概念や、職場での
取り組みの必要性について説明されています。また、パワーハラ
スメント対策に取り組んでいる企業の紹介や、部下への厳しい
注意指導などが裁判ではどう扱われるかといった裁判例の解
説なども掲載されています。

　主なコンテンツ
●なぜ、今パワハラ対策?…職場のパワーハラスメント対策の理念を紹介
●職場のパワーハラスメントを理解する3つの基本…「概念と類型」「対策
の必要性」「予防と解決」の3つの観点から解説

●他の企業はどうしてる?…対策に取り組んでいる企業の取組例を紹介
（連載）
●裁判事例を見てみよう…関連する裁判例のポイント解説（連載）
●言い方ひとつで次が変わる会話術…職場で役立つコミュニケーション
スキルの一例の紹介（連載）

●数字で見るパワハラ事情…労働局への相談件数や労災補償の状況など
統計調査結果からパワハラの動向を紹介

　あかるい職場応援団URL
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/

　厚生労働省は、長時間労働や、これに伴う問題の解消を図るため、11
月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、使用者団体・労働組合へ
の協力要請、リーフレットの配布による周知啓発などの取組を集中的に
実施します。
　労働時間の現状は、依然として長時間労働の実態が見られ、改善が必
要な状況にあります。長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するた
めには、使用者のみならず、労働者や労働組合、産業保健スタッフなど、
すべての関係者の理解を得て、労使が一体となった取組が行われること
が重要です。
　このため厚生労働省では、本年度も11月に「労働時間適正化キャンペ
ーン」を実施し、長時間労働の抑制など労働時間の適正化に向け、労使の
主体的な取組を促すとともに、重点的な監督指導などを実施します。

　重点的に取組を行う事項　
　⑴時間外労働協定の適正化などによる時間外・休日労働の削減
　⑵長時間労働者への医師による面接指導など、健康管理に関する措
置の徹底

　⑶労働時間の適正な把握の徹底 

　また、厚生労働省ホームページ内に「労働時間適正化キャンペーン特
設ページ」を設置し、同ページ上の「労働時間等情報受付メール窓口」で、
職場の労働時間等に関する情報を受け付けます。

　労働時間適正化キャンペーン特設ページURL　
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/campaign.html
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